
   社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 法 人 後 見 事 業  

   実 施 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 （ 以 下

「 本 会 」 と い う 。 ） が 、 成 年 後 見 制 度 に お け る 成 年 後 見 人 、 保

佐 人 及 び 補 助 人 （ 以 下 「 成 年 後 見 人 等 」 と い う 。 ） を 受 任 す る

法 人 後 見 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） を 実 施 す る た め 、 必 要

な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 事 業 の 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 事 業 は 、 認 知 症 高 齢 者 、 知 的 障 害 者 、 精 神 障 害 者 等

意 思 決 定 が 困 難 な 者 の 判 断 能 力 を 補 う た め 、 本 会 が 成 年 後 見 人

等 と な る こ と に よ り 、 成 年 被 後 見 人 、 被 保 佐 人 及 び 被 補 助 人

（ 以 下 「 成 年 被 後 見 人 等 」 と い う 。 ） の 財 産 管 理 及 び 身 上 監 護

を 行 い 、 そ の 権 利 を 擁 護 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 事 業 の 内 容 ）  

第 ３ 条  前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

業 務 を 行 う 。  

 ( 1 )  成 年 後 見 人 等 と し て の 業 務  

 ( 2 )  そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 業 務  

 （ 運 営 委 員 会 の 設 置 )  

第 ４ 条  本 会 は 、 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 を

擁 護 す る と と も に 、 事 業 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め 、 法 人 後

見 運 営 委 員 会 （ 以 下 「 運 営 委 員 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  本 会 は 、 成 年 後 見 人 等 の 受 任 の 適 否 に つ い て 、 運 営 委 員 会 に



諮 り 、 そ の 審 査 結 果 を 踏 ま え て 、 本 会 の 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と

い う 。 ） が 決 定 す る 。  

３  運 営 委 員 会 の 設 置 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 （ 業 務 の 対 象 者 ）  

第 ５ 条  本 会 が 行 う 成 年 後 見 等 の 業 務 （ 以 下 「 法 人 後 見 業 務 」 と

い う 。 ） の 対 象 者 は 、 真 岡 市 内 を 生 活 の 本 拠 と す る 者 で あ っ て 、

紛 争 性 が な く 、 身 上 監 護 と 日 常 的 な 金 銭 管 理 が 中 心 の 者 と し 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

 ( 1 )  首 長 申 立 て を す る 者 で 、 他 に 適 切 な 成 年 後 見 人 等 が 得 ら れ

な い 者  

 ( 2 )  原 則 と し て 高 額 な 財 産 等 を 所 有 せ ず 、 他 に 適 切 な 後 見 人 等

が 得 ら れ な い 者  

 ( 3 )  日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 利 用 者 で 、 判 断 能 力 が 低 下 し た 者 の

う ち 、 前 各 号 に 該 当 す る 者  

 ( 4 )  特 に 本 会 が 必 要 と 認 め る 者  

２  成 年 後 見 人 等 の 受 任 は 、 前 項 各 号 に 規 定 す る 対 象 者 に つ い て 、

経 済 的 な 理 由 か ら 他 に 適 切 な 成 年 後 見 人 等 を 得 ら れ な い 者 及 び

虐 待 に よ る 深 刻 な 権 利 侵 害 を 受 け て い る 者 を 優 先 し 、 必 要 性 、

受 任 能 力 、 成 年 被 後 見 人 等 と の 利 益 相 反 関 係 、 真 岡 市 長 に よ る

後 見 開 始 の 申 立 て へ の 対 応 等 の 関 係 か ら 、 運 営 委 員 会 が 審 査 を

行 い 、 適 当 と 認 め た 場 合 に こ れ を 受 任 す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 緊 急 対 応 等 に よ り 受 任 を 決 定 し た

場 合 に は 、 運 営 委 員 会 に 報 告 す る 。  

 （ 財 産 等 の 調 査 ）  



第 ６ 条  本 会 は 、 成 年 後 見 人 等 に 就 任 し た と き は 、 速 や か に 財 産

調 査 を 行 い 財 産 管 理 計 画 及 び 身 上 監 護 計 画 を 作 成 す る 。  

 （ 財 産 の 保 管 ）  

第 ７ 条  成 年 被 後 見 人 等 の 財 産 の う ち 、 権 利 書 等 の 重 要 な 書 類 は 、

原 則 と し て 本 会 が 契 約 す る 金 融 機 関 の 貸 金 庫 に お い て 保 管 す る 。

た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の は 、 本 会 の 事 務 所 に 備 え る 耐 火

性 の 金 庫 等 に 保 管 す る こ と が で き る 。  

 ( 1 )  現 金  

 ( 2 )  預 貯 金 通 帳 （ 日 常 的 に 使 用 す る も の ）  

 ( 3 )  金 融 機 関 届 出 印  

 ( 4 )  そ の 他 前 各 号 に 準 ず る と 本 会 が 認 め る も の  

 （ 財 産 管 理 の 考 慮 事 項 ）  

第 ８ 条  本 会 は 、 成 年 被 後 見 人 等 の 財 産 を 管 理 す る に 当 た っ て は 、

専 ら 成 年 被 後 見 人 等 の 利 益 の み を 考 慮 し て そ の 内 容 を 決 定 す る

も の と し 、 当 該 成 年 被 後 見 人 等 の 親 族 等 利 害 関 係 を 有 す る 者 の

同 意 を 要 し な い も の と す る 。 た だ し 、 そ の 意 見 を 聞 く こ と を 妨

げ な い 。  

 （ 財 産 の 引 き 渡 し ）  

第 ９ 条  本 会 は 、 成 年 後 見 業 務 に 係 る 保 管 財 産 の 引 き 渡 し に つ い

て 、 民 法 の 規 定 に 従 う ほ か 、 家 庭 裁 判 所 の 指 示 に 従 う も の と す

る 。  

 （ 類 型 の 移 行 申 請 ）  

第 １ ０ 条  本 会 は 、 成 年 被 後 見 人 等 に つ い て 、 判 断 能 力 の 程 度 に

変 化 が あ っ た と 認 め る 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 、 類 型 移 行 の 審 判



を 家 庭 裁 判 所 に 申 立 て る も の と す る 。  

 （ 費 用 ）  

第 １ １ 条  法 人 後 見 業 務 に 要 す る 費 用 に つ い て は 、 成 年 被 後 見 人

等 の 負 担 と す る 。  

２  前 項 に お い て 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 本 会 の 財 産 か ら 立

て 替 え て 費 用 を 支 出 し た 場 合 は 、 こ れ を 求 償 す る こ と が で き る 。  

 （ 報 酬 付 与 審 判 の 申 立 て 等 ）  

第 １ ２ 条  本 会 は 、 法 人 後 見 業 務 の 報 酬 に つ い て 、 家 庭 裁 判 所 に

報 酬 付 与 の 審 判 を 申 立 て る も の と す る 。 た だ し 、 成 年 被 後 見 人

等 の 事 情 に よ り 、 報 酬 を 付 与 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ

る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 （ 居 所 の 訪 問 ）  

第 １ ３ 条  本 会 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 作 成 し た 計 画 に 基 づ い て

法 人 後 見 業 務 を 行 う と と も に 、 成 年 被 後 見 人 等 の 居 所 を 適 宜 に

訪 問 し 、 安 否 の 確 認 、 心 身 の 状 態 及 び 生 活 の 状 況 の 把 握 に 努 め

る も の と す る 。  

 （ 台 帳 等 の 整 備 ）  

第 １ ４ 条  本 会 は 、 法 人 後 見 業 務 の 処 理 の 状 況 を 記 録 す る た め 、

成 年 被 後 見 人 等 に つ い て 、 個 人 ご と に ケ ー ス 記 録 及 び 金 銭 管 理

の 台 帳 等 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 １ ５ 条  本 会 は 、 成 年 被 後 見 人 等 の 個 人 情 報 に 十 分 留 意 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  本 会 は 、 個 人 情 報 が 記 載 さ れ た 書 類 等 を 適 切 な 方 法 に よ り 保



管 し 、 み だ り に 他 人 に 閲 覧 さ せ 、 又 は そ の 写 し を 提 供 し て は な

ら な い 。  

３  事 業 の 実 施 に 関 わ る 職 員 は 、 対 象 者 の プ ラ イ バ シ ー の 保 護 に

十 分 配 慮 す る と と も に 、 業 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら

な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

４  ケ ー ス 検 討 、 啓 発 、 教 育 等 の 目 的 で 情 報 を 使 用 す る 場 合 は 、

個 人 の プ ラ イ バ シ ー 保 持 に 十 分 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 従 事 職 員 等 ）  

第 １ ６ 条  本 会 は 、 福 祉 に 関 し て 専 門 の 知 識 又 は 経 験 を 有 す る 職

員 の 中 か ら 、 法 人 後 見 業 務 に 従 事 す る 職 員 （ 以 下 「 従 事 職 員 」

と い う 。 ） を 指 定 す る 。  

２  本 会 は 、 従 事 職 員 の 指 示 を 受 け て 法 人 後 見 業 務 を 補 助 す る 成

年 後 見 支 援 員 を 置 く こ と が で き る 。  

 （ 辞 任 ）  

第 １ ７ 条  本 会 は 、 成 年 被 後 見 人 等 が 真 岡 市 外 に 生 活 の 本 拠 を 移

し 、 又 は そ の 他 の 特 別 な 事 情 に よ り 法 人 後 見 業 務 を 継 続 し て 行

う こ と が 困 難 と な っ た と き に は 、 家 庭 裁 判 所 に 成 年 後 見 人 等 の

辞 任 を 申 立 て る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 成 年 被

後 見 人 等 に つ い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 成 年 被 後 見

人 等 の 住 所 を 管 轄 す る 家 庭 裁 判 所 に 、 成 年 後 見 人 等 の 選 任 を 申

立 て る も の と す る 。  

 （ 法 人 後 見 業 務 の 終 了 ）  

第 １ ８ 条  本 会 は 、 成 年 被 後 見 人 等 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 は 、 法 人 後 見 業 務 を 終 了 す る も の と す る 。  



 ( 1 )  成 年 被 後 見 人 等 が 死 亡 し た と き 。  

 ( 2 )  後 見 開 始 、 保 佐 開 始 及 び 補 助 開 始 の 審 判 が 取 り 消 さ れ た と

き 。  

 ( 3 )  本 会 が 、 適 切 な 法 人 後 見 業 務 の 遂 行 に 支 障 が あ る と 判 断 し 、

家 庭 裁 判 所 に 成 年 後 見 人 等 の 辞 任 の 許 可 の 申 立 て を 行 い 、 家

庭 裁 判 所 に よ り 辞 任 を 許 可 す る 審 判 が さ れ た と き 。  

 ( 4 )  本 会 が 本 事 業 を 廃 止 し た と き 、 又 は 法 人 組 織 を 解 散 し た と

き 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 に つ い て は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


